
平和学習広島派遣事業
参加者募集要項

～広島での体験を報告書や平和絵本として発信します～

問合せ・申込先：〒197-8501 東京都福生市本町５番地
福生市総務部総務課総務係 TEL 042-551-1576 

この事業は、世界連邦宣言自治体全国協議会の交付金を活用しています。

令和８年度福生市平和祈念事業

＜応募資格＞福生市に在住・在学の中学生
※事前・事後学習、広島派遣などの活動に参加し、継続して
平和学習に取り組む意欲のある方。

＜募集人数＞ ９人
＜参加費用＞ 10,000円
＜応募方法＞オンライン申込または参加申込書を提出

（市ホームページからダウンロードできます。）
※課題作文の提出が必要です。

＜募集期間＞ ４月１日（水）～４月30日（木）
＜選考方法＞応募多数の場合は、提出された作文により選考します。
＜その他＞ 事業の詳細は、裏面または市ホームページを

ご確認ください。
市ホームページQRコード▶



◇事業概要◇

１ 事業の目的
被爆地・広島を訪れ、被爆の実相にふれることで、戦争の悲惨さや平和の大切

さを学ぶとともに、平和に対する思いを深めることを目的とします。
また、派遣後には市民への報告会、報告書や平和絵本の制作等を通じて、学習

成果を広く発信します。

２ 実施主体
福生市

３ 対象者
福生市に在住又は在学する中学生（全学年）
※事前・事後学習、広島派遣などの活動に参加し、継続して平和学習に取り組
む意欲のある方を対象とします。
※市立・国立・県立・私立学校への通学者を含みます。

４ 募集人数
９名

５ 参加費用
１０，０００円
この費用には、福生駅ー広島間の旅費、宿泊費、行程日の食費（１日目の朝食
及び３日目の夕食を除く。）、保険料が含まれます。
※土産代は除く。

６ 選考方法
応募多数の場合は、提出された作文により、選考します。

７ 事業内容
本事業は、次の内容により実施します。

（１）事前学習
広島の歴史や原爆被害の実相等について学びます。

（２）広島派遣
平和祈念施設の見学や講話等を通じて学習を深めます。

（３）事後学習
派遣で学んだ内容を振り返り、市民への報告会、報告書の作成及び平和絵

本の制作等を行います。



８ 日程
本事業の日程は、次のとおりです。
なお、実施時期及び内容は、都合により変更する場合があります。

結団式
日時：６月７日（日）午後２時～３時
会場：もくせい会館３０１
内容：オリエンテーション、広島派遣事業の概要、今後の予定の説

明

事前学習

日時：６月25日（木）午後４時30分～６時30分
内容：原爆投下の歴史の学習、被爆体験伝承者講話、グループワー

ク等

日時：７月22日（水）午後２時～５時
内容：市内忠霊塔及び郷土資料室の見学、福生の歴史の学習、グ

ループワーク等

広島派遣
日時：７月29日（水）～31日（金）
内容：原爆死没者慰霊碑、原爆ドーム、広島平和記念資料館等の見

学、被爆電車の乗車等

事後学習

日時：８月５日（水）午後２時～４時
内容：派遣報告会の準備

日時：８月16日（日）午後４時～６時
内容：派遣報告会（「平和のつどい」にて実施を予定していま

す。）

日時：８月25日（火）午後２時～４時
内容：平和をテーマとした絵本の構想の検討

日時：９月～１０月の間で３回程度
内容：絵本作家 垂石眞子さんの指導のもと平和絵本を制作します。

９ 応募方法
オンライン申込又は参加申込書（市ホームページからダウンロード）を提出し

てください。
また、応募にあたっては、参加理由（４００字程度）の作文を提出してくださ

い。
【募集期間】令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）



１０ その他
（１）本事業への参加には、保護者の同意が必要です。
（２）本事業の実施時期、内容等は、都合により変更し、又は中止する場合があ

ります。
（３）応募多数の場合は、提出された作文により選考します。
（４）派遣後は、学習成果の発信として、市民への報告会、報告書の作成及び平

和絵本の制作等を予定しています。
（５）本事業の実施に伴い撮影した写真、映像及び作成した成果物（報告書、平

和絵本等）について、市が広報紙、ホームページ、ＳＮＳ、展示、印刷物へ
の掲載、その他平和啓発事業において使用する場合があります。

（６）申込み等に際して、福生市が取得した個人情報について、法令に基づき、
本事業の実施、連絡、緊急時対応その他運営に必要な範囲で使用します。

（７）申込者本人について、食物アレルギー、その他健康上配慮を要する事項が
ある場合は、本事業への参加申込時に申し出てください。
また、緊急時には必要な範囲で関係機関へ情報提供が行われる場合がありま
す。

（８）本事業への参加決定後に、申込者本人または保護者の都合により参加を辞
退する場合は、速やかに申し出てください。なお、参加費10,000円を上限に
キャンセル料が発生する場合があります。

（９）市が成果物を平和啓発事業の目的の範囲内で、無償で、期間の定めなく利
用する場合があります。また、そのために必要な範囲で、複製、掲載、展示、
配布、増刷、電子化、編集、要約、修正、翻訳、抜粋、その他の変更を行う
場合があります。


